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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の３次元表面形状を測定し、３次元表面形状データを取得する３次元表面形状スキ
ャナと、前記３次元表面形状スキャナからのデータを処理する演算装置と、を有する手術
支援システムであって、
　前記演算装置には、予め３次元断層スキャナによる測定により取得された前記患者の３
次元内部形状データが記憶されており、
　前記演算装置は、前記３次元内部形状データのうち患者の移動や患者への手術器具挿入
によって皮膚の表面形状が実質的に変化しない程度に骨格と皮膚表面との距離が小さい部
位のデータと、前記部位に対応する前記３次元表面形状データとにより、前記３次元内部
形状データと前記３次元表面形状データとの位置合わせを行う手段を有している、手術支
援システム。
【請求項２】
　前記３次元表面形状データは前記３次元表面形状スキャナにより所定の時間間隔で随時
取得され、前記３次元内部形状データと前記３次元表面形状データとの位置合わせ情報は
随時更新される、請求項１記載の手術支援システム。
【請求項３】
　前記演算装置は、前記３次元内部形状データから患者の移動や患者への手術器具挿入に
よって皮膚の表面形状が実質的に変化しない程度に骨格と皮膚表面との距離が小さい部位
のデータを抽出する手段と、前記３次元表面形状スキャナにより取得された３次元表面形
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状データから、前記抽出された３次元内部形状データに対応する３次元表面形状データを
マッチングにより検出することにより座標変換係数を算出する手段と、前記算出した座標
変換係数により前記３次元内部形状データと前記３次元表面形状データとの位置合わせを
行う手段とを有している、請求項１または２記載の手術支援システム。
【請求項４】
　３次元表面形状スキャナによる測定により取得された３次元表面形状データと、３次元
断層スキャナによる測定により取得された３次元内部形状データとの位置合わせをするプ
ログラムであって、
　前記３次元内部形状データのうち患者の移動や患者への手術器具挿入によって皮膚の表
面形状が実質的に変化しない程度に骨格と皮膚表面との距離が小さい部位のデータと、前
記部位に対応する前記３次元表面形状データとにより、前記３次元内部形状データと前記
３次元表面形状データとの位置合わせを行うステップを有する、位置合わせプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元表面形状スキャナによる測定により取得された３次元表面形状データ
と、３次元断層スキャナによる測定により取得された３次元内部形状データとの位置合わ
せ行う手段を有している手術支援システム、並びに、前記手術支援システムにおける位置
合わせ方法および位置合わせプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、手術前にＸ線ＣＴ装置等で撮像された３次元断層画像と、体内に挿入される
手術器具の先端位置等を示す画像とを合成して表示して、術者を支援する手術支援システ
ムが知られている。２つの画像を合成するには、２つの画像の元となる座標データを同一
の座標系のデータとするためのデータ処理が必要である。以後、２つの座標データを同一
の座標系のデータにするデータ処理を、データの位置合わせ、と端的に表現する。例えば
特許文献１および２には、本発明者らによる手術支援システムが記載されおり、３次元表
面形状スキャナによる測定により取得された３次元表面形状データと、予め３次元断層ス
キャナによる測定により取得された３次元内部形状データ（３次元断層データ）とを位置
合わせする技術が記載されている。また、３次元表面形状スキャナにより、手術器具に取
り付けられた位置姿勢検出用の標識部を測定して、手術器具の位置姿勢を算出し、患者の
３次元表面形状データと手術器具の先端位置の座標データとを位置合わせする技術も記載
されている。これらの技術により、３次元内部形状データと手術器具の先端位置の座標デ
ータとを位置合わせすることができる。
【０００３】
　３次元断層像と体内に挿入される手術器具の特定位置を示す画像とを合成して表示する
ことが記載された他の従来技術としては特許文献３および４が挙げられる。
　特許文献３には、手術ナビゲーション装置において、使用中の硬性内視鏡の光軸方向を
３次元断層画像上に表示する技術が記載されている。
　特許文献４には、患者の体内に挿入される内視鏡挿入部の先端から患者体内の術部まで
の距離を測定する距離測定手段（スポット光照射による三角測量法や超音波センサ等）を
有する内視鏡を用いて、内視鏡で観察している場所を決定し、術前ＣＴ／ＭＲＩ像に表示
する技術が記載されている。
　上記特許文献３および４では、３次元表面形状スキャナにより患者の３次元表面形状デ
ータおよび内視鏡の位置姿勢を取得する代わりに、患者と内視鏡に発光素子などのマーカ
ーを取り付け、これらのマーカーの座標を位置センサにより検出することを行っている。
しかしながらこのシステムでは３次元断層画像の取得を患者にマーカーをつけたまま実施
したり、患者に取り付けたマーカーと患者の顔面における特徴点との関係を取得する必要
があるため、患者に不便を強いることになったり、システムが複雑になってしまう。また
、患者につけたマーカーの位置が変化すると合成の精度も悪くなってしまう。よって特許
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文献１および２に示された３次元表面形状スキャナを用いた手術支援システムは簡便さ、
精度のよさの点で優れていると言える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２０９５３１
【特許文献２】国際公開２００８／０９３５１７
【特許文献３】特開２００１－２９３００６
【特許文献４】特開２００１－２０４７３８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１および２に示された３次元表面形状スキャナを用いた手術支援システムでは
患者を固定していないため、手術中に患者の位置が刻一刻と変化する。したがって、３次
元表面形状スキャナによる測定により取得された３次元表面形状データと、予め取得され
た３次元内部形状データ（３次元断層データ）との位置合わせはリアルタイム（所定の短
い時間間隔）で行わなければならない。しかしながら皮膚は比較的柔らかく、手術器具の
挿入による影響や重力による影響等により皮膚の表面形状が変化してしまった場合は、位
置合わせの精度が悪くなってしまうという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、手術中に患者の位置に加
えて患者の皮膚の表面形状が変化しても、３次元表面形状スキャナによる測定により取得
された３次元表面形状データと予め取得された３次元内部形状データとの位置合わせを比
較的高速で精度良く行える手術支援システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するため、本発明は以下の構成を有する。
　患者の３次元表面形状を測定し、３次元表面形状データを取得する３次元表面形状スキ
ャナと、前記３次元表面形状スキャナからのデータを処理する演算装置と、を有する手術
支援システムであって、
　前記演算装置には、予め３次元断層スキャナによる測定により取得された前記患者の３
次元内部形状データが記憶されており、
　前記演算装置は、前記３次元内部形状データのうち骨格と皮膚表面との距離が小さい部
位のデータと、前記部位に対応する前記３次元表面形状データとにより、前記３次元内部
形状データと前記３次元表面形状データとの位置合わせを行う手段を有する、手術支援シ
ステム。
　３次元表面形状スキャナによる測定により取得された３次元表面形状データと、３次元
断層スキャナによる測定により取得された３次元内部形状データとの位置合わせをする方
法であって、
　前記３次元内部形状データのうち骨格と皮膚表面との距離が小さい部位のデータと、前
記部位に対応する前記３次元表面形状データとにより、前記３次元内部形状データと前記
３次元表面形状データとの位置合わせを行うステップを有する、位置合わせ方法。
　３次元表面形状スキャナによる測定により取得された３次元表面形状データと、３次元
断層スキャナによる測定により取得された３次元内部形状データとの位置合わせをするプ
ログラムであって、
　前記３次元内部形状データのうち骨格と皮膚表面との距離が小さい部位のデータと、前
記部位に対応する前記３次元表面形状データとにより、前記３次元内部形状データと前記
３次元表面形状データとの位置合わせを行うステップを有する、位置合わせプログラム。
【０００８】
　上記構成により、手術中に患者の位置に加えて、患者の皮膚の表面形状が変化しても３



(4) JP 5569711 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

次元表面形状スキャナによる測定により取得された３次元表面形状データと、３次元断層
スキャナによる測定により取得された３次元内部形状データとの位置合わせを、より高速
に、より精度良く行うことができる。したがって、手術支援システムにおいて、より精度
の高い手術ナビゲーションを行うことができる。
【０００９】
　本発明は、患者が動いたり、患者に手術器具を挿入しても、患者の頭蓋骨等の骨格はほ
とんど変化しないことに着目し、骨格にできるだけ近い皮膚表面部位における３次元内部
形状データを抽出し、抽出した３次元内部形状データに対応する３次元表面形状データを
マッチングにより検出することにより座標変換係数を算出し、この座標変換係数により、
３次元表面形状データと３次元内部形状データとの位置合わせを行う。３次元内部形状デ
ータは、Ｘ線ＣＴやＭＲＩ等の３次元断層スキャナにより測定されたデータを処理して患
者の体内の３次元形状を表すデータにしたものであり、患者の３次元の内部構造及び表面
形状の情報を有している。骨格に近い皮膚表面部位における３次元内部形状データを抽出
する方法としては、３次元内部形状データのデータ処理により骨格と皮膚表面との距離が
小さい部分を自動抽出して良いし、３次元内部形状データにより表示される患者の内部形
状の画像をオペレータが見て、画像上で抽出する部分を設定することで３次元内部形状デ
ータを抽出しても良い。
　位置合わせは、抽出された３次元内部形状データから得られる顔面形状と、３次元表面
形状データから得られる顔面形状と、を片方のデータにおける顔面形状を座標軸の位置と
向きを変化させることで動かしながらマッチングをして、双方のデータにおける顔面形状
が最も一致するときの、座標軸の変化に相当する座標変換係数を算出し、算出した座標変
換係数により３次元表面形状データまたは３次元内部形状データの座標変換を行うことに
より行われる。
【００１０】
　本発明の位置合わせ技術は患者の皮膚の表面形状が変化しやすい手術中の更新位置合わ
せ（微小位置合わせ、座標ずれの補正）に好適に用いられるもので、手術前の初期位置合
わせを行う場合は患者の表面全域の形状データを用いて位置合わせをしても良い。
【００１１】
　なお、本発明は、鼻孔から手術器具や内視鏡を挿入する手術の手術支援システムに好適
に用いられるが、これに限られず、他の部位の手術支援システムに用いることもできる。
例えば、関節部の手術支援システムにも用いることができる。頭部を対象とした手術や鼻
孔から手術器具や内視鏡を挿入する手術であれば前記骨格としては頭蓋骨を用いることが
好ましいが、他の部位の手術の場合はその部位に合わせた骨格を用いるようにすれば良い
。また、３次元表面形状スキャナは、患者の表面形状を測定できるものであれば何でも良
いが、例えば、キセノンライト等による格子縞を投影した位相シフト法による３次元表面
形状スキャナを用いることができる。３次元断層スキャナは、患者の３次元内部形状デー
タを取得できるものであれば何でも良く、例えば、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ、超音波診断装
置などがを用いることができる。
【００１２】
　また、本発明は以下の好ましい実施態様を有する。
　前記３次元表面形状データは前記３次元表面形状スキャナにより所定の時間間隔で随時
取得され、前記３次元内部形状データと前記３次元表面形状データとの位置合わせ情報は
随時更新される。
【００１３】
　３次元表面形状スキャナを用いた手術支援システムにおいては、３次元表面形状スキャ
ナにより所定の時間間隔で随時、患者の３次元表面形状および手術器具等の３次元位置・
姿勢が測定される。この３次元表面形状スキャナから送られてくる患者の３次元表面形状
データと予め取得され記憶されている３次元内部形状データとの位置合わせを随時行うこ
とにより、リアルタイムで体内に挿入される手術器具の先端位置等を３次元断層画像上に
表示することができる手術ナビゲーションを行うことができる。なお、手術直前に、患者
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の３次元表面形状データと予め取得されている３次元内部形状データとにより初期位置合
わせを行い、手術中は、患者の３次元表面形状データと予め抽出されている３次元内部形
状データの一部（骨格と皮膚表面との距離が小さい部位）を用いて更新位置合わせを行う
ことにより更新位置合わせの際のデータ処理を高速化できるためリアルタイム性が向上す
る。
【００１４】
　また、本発明は以下の好ましい実施態様を有する。
　前記演算装置は、前記３次元内部形状データから骨格と皮膚表面との距離が小さい部位
のデータを抽出する手段と、前記３次元表面形状スキャナにより取得された３次元表面形
状データから、前記抽出された３次元内部形状データに対応する３次元表面形状データを
マッチングにより検出することにより座標変換係数を算出する手段と、前記算出した座標
変換係数により前記３次元内部形状データと前記３次元表面形状データとの位置合わせを
行う手段とを有している。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は上記構成により、手術支援システムにおいて、手術中に患者の位置に加えて患
者の皮膚の表面形状が変化しても、３次元表面形状スキャナによる測定により取得された
３次元表面形状データと予め取得された３次元内部形状データとの位置合わせを比較的高
速で精度良く行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る手術支援システムの概略図。
【図２】本発明の実施形態に係る手術支援システムのフローチャート。
【図３】変形しやすい部位の一例。
【図４】位置合わせに好適な部位の一例。
【図５】手術ナビゲーション画面の表示例１。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面とともに本発明に係る手術支援システムの好適な実施形態について説明する
。
【００１８】
　図１は、本発明に係る手術支援システム１の実施形態を概略的に示す構成図である。手
術支援システム１は、患者６０に対する手術の際に、患者６０の体内における手術器具の
先端位置や、内視鏡観察部位などの情報を術者等に提供する装置である。本実施形態に係
る手術支援システム１が用いられる手術は、例えば、耳鼻咽頭科における副鼻腔の内視鏡
手術等である。
【００１９】
　図１に示すように、手術支援システム１は、硬性内視鏡等の手術器具１１と、標識部１
２と、３次元表面形状スキャナ２０と、Ｘ線ＣＴやＭＲＩ等の３次元断層撮像装置（３次
元内部形状スキャナ）３０と、ＰＣ等の演算装置４０と、モニタ等の表示装置５０とを含
んで構成されている。手術器具１１は、術者により操作され、患者６０の内部に挿入され
るものである。
【００２０】
　標識部１２は、手術器具１１に対して予め定められた相対的な位置関係の位置に固定さ
れて設けられる３つ以上の定点を定義可能な物体である。標識部１２は、３次元表面形状
スキャナ２０によりスキャンされて、得られたデータから表面の複数点の３次元座標（３
次元表面形状データ）を求められ、これらの複数点の３次元座標から球体中心座標が求め
られる。具体的には、標識部１２は、手術器具１１に対して支持部材１３を介して固定さ
れる、それぞれ大きさが異なる球状の部材である。大きさが異なるようにしているのは、
３次元表面形状スキャナ２０により求められた表面の複数点の３次元座標（３次元表面形
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状データ）から球体の径を求め、それぞれを区別して球体中心座標を求めるためである。
標識部１２が手術器具１１に設けられる位置は、患者６０に挿入される部分から更に後方
の、患者６０に挿入されない位置である。なお、手術器具１１に設けられる標識部１２は
、３次元表面形状スキャナ２０により求められた表面の複数点の３次元座標（３次元表面
形状データ）から３つ以上の定点座標を区別して求められるものであれば良いので、必ず
しも本実施形態のような球状のものでなくてもよい。
【００２１】
　３次元表面形状スキャナ２０は、患者６０に手術器具１１が差し込まれる手術の期間中
、設定された時間間隔で随時、患者６０の表面および標識部１２を３次元スキャンして３
次元表面形状データを算出する際の基となるデータを出力する装置である。図１に示すよ
うに、患者６０の鼻の穴から手術器具１１を挿入する場合には、患者６０の顔面と標識部
１２とが撮像できるような位置に３次元表面形状スキャナ２０が設けられる。３次元表面
形状スキャナ２０は、演算装置４０と接続されており、スキャンして得られる３次元表面
形状データを算出する際の基となるデータを演算装置４０に送信する。
【００２２】
　３次元表面形状スキャナ２０から送信される３次元表面形状データを算出する際の基と
なるデータは演算装置４０にて処理され、スキャンされたものの表面の複数点の３次元座
標（３次元表面形状データ）が算出される。３次元表面形状スキャナ２０としては、例え
ば、特開２００３－２５４７３２号公報に記載された位相シフト法による装置を用いるこ
とができる。これは、測定対象物に格子模様を投影し、その格子模様を移動しながら反射
光を受光することにより３次元スキャンする方法である。格子模様の投影には例えばキセ
ノンライトから発せられる自然太陽光に似た白色光を用いれば、測定対象物に対する光の
影響を殆どないようにすることができる。
【００２３】
　なお、位相シフト法による３次元表面形状スキャナであるパルステック工業（株）製の
Ｆｓｃａｎを用いれば、１秒の計測時間で、９０±１０ｃｍの距離から測定対象物の３次
元表面形状の測定が可能となる。また、測定対象物の３次元表面形状を測定すると共に、
測定対象物を撮影することで色情報も取得することができる。即ち、１秒でカラー画像に
より表面形状を表示するためのデータを取得することができる。また、測定して取得され
た３次元表面形状データをデータ処理し、測定対象物の所定部分の長さ（例えば球体の径
）を算出した場合、測定精度は０．１～０．６ｍｍであり、測定対象物の所定部分の長さ
が少し異なっていれば、測定対象物を区別することができる。また、格子模様の投影に使
用される光は曇りの日中（屋外）の約２８％の照度の白色光であり、レーザ等を使うこと
がないため安全に人体の３次元表面形状データを取得できる。
【００２４】
　３次元断層撮像装置３０は、手術器具１１が挿入される患者６０の３次元内部形状デー
タ（３次元断層データ）を取得するものである。３次元断層撮像装置３０は、患者の３次
元内部形状データ（３次元断層データ）を取得できるものであれば何でもよく、Ｘ線ＣＴ
、ＭＲＩ、超音波、ＰＥＴなどの既存の装置が用いられ得る。３次元断層撮像装置３０で
取得された３次元内部形状データは、演算装置４０に取り込まれる。なお、３次元断層撮
像装置３０は、３次元表面形状スキャナ２０および演算装置４０と同じ場所に設置されて
いる必要はなく、通常、３次元表面形状スキャナ２０による３次元スキャンと、３次元断
層撮像装置３０による３次元内部形状データの取得とは別々に行われる。なお、３次元断
層撮像装置３０により取得されるＣＴ画像のような２次元断層画像データから３次元形状
を示す情報を構成する方法には、例えば特開２００５－２７８９９２号公報に記載の方法
を用いることができる。
【００２５】
　演算装置４０は、３次元表面形状スキャナ２０によりスキャンされて取得された３次元
表面形状データの基となるデータおよび３次元断層撮像装置３０により取得された患者６
０の３次元内部形状データを取り込んで、これらの情報に対して情報処理を行う装置であ
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る。演算装置４０は、例えばＰＣ（Personal Computer）等により構成される。演算装置
４０は、予め３次元断層撮像装置３０により測定され記憶されている３次元内部形状デー
タと、３次元表面形状スキャナ２０によりリアルタイム（所定の時間間隔）で計測される
３次元表面形状データとの位置合わせを３次元表面形状データが入力するごとに行う。こ
の位置合わせは、２つのデータを同一座標系のデータにするための座標変換係数を算出し
てこの座標変換係数によりデータの座標変換を行うことであるが、この座標変換係数は、
入力した３次元表面形状データから、記憶されている抽出された３次元内部形状データに
対応する３次元表面形状データをマッチングにより検出することにより算出される。この
形状データのマッチングによる座標変換係数の算出の具体的な演算アルゴリズムは、従来
技術である国際公開２００８／０９３５１７や特開２００７－２０９５３１等に記載され
ている。位置合わせされた結果に基づいて、患者の内部形状データ、表面形状データ、手
術器具の位置姿勢データ、硬性内視鏡の光軸データなどから作成される、特に患者の内部
形状を示す画像に手術器具の先端や硬性内視鏡の観察部位を示したナビゲーション画像を
表示装置５０に表示することにより、手術ナビゲーションを行う。
【００２６】
　次に、手術支援システム１の動作について、図２のフローチャートを参照して説明する
。この動作は、例えば、患者６０に対する手術の際に手術器具１１を挿入して手術等を行
うときの動作である。この説明においては、手術前の処理と手術時の処理とに分けて説明
する。
【００２７】
　まず手術前に、３次元断層撮像装置３０を用いた、患者６０に対する術前ＣＴスキャン
撮影が行われる（Ｓ０１）。この術前ＣＴスキャン撮影は、手術器具１１が挿入される患
者６０の部位を含む領域に対して行われる。これにより、患者６０の表面である顔面と、
手術器具１１が挿入される患者６０の３次元内部形状データが取得される。３次元断層撮
像装置３０によりＣＴスキャン撮影が行われ取得された患者６０の３次元内部形状データ
は演算装置４０に取り込まれ、演算装置４０内の記憶手段に格納される。そして自動また
はオペレータによる設定により、骨格と皮膚表面との距離が小さい部分の３次元内部形状
データが抽出され、記憶手段の別の箇所に格納される（Ｓ０２）。ここまでが手術前の処
理であり、例えば、手術の前日等に行われる。
【００２８】
　ここで、骨格と皮膚表面との距離が小さい部位の３次元内部形状データについて説明す
る。顔面においては、特に図３に示されるように、鼻部分６１や眼球部分６２は骨格と皮
膚表面との距離が大きく、患者６０の移動による重力の影響や手術器具１１の挿入による
影響を受けやすいので、この部分を除いた顔面の一部または全部を用いて位置合わせを行
うと良い。図４に、骨格と皮膚表面との距離が小さい部位の好適な例を示す。眼球周辺の
頬骨や額の部分は、骨格（頭蓋骨）と皮膚表面との距離が小さく、患者の移動や手術器具
の挿入による変形の影響が小さいため、位置合わせに使用する座標変換係数の計算に好適
な部位である。なお、術中に、患者にシートを被せている場合には、シートで覆われた部
分は３次元表面形状データが取得できないので、図４に示す部分のうちシートで覆われな
い部分を用いる。
【００２９】
　続いて、手術時の処理を説明する。まず、患者６０を手術室に入室させて、図１に示す
ように、手術器具１１を鼻の穴から挿入できるように手術台７０の上に仰向けに配置する
。患者６０を配置した後、手術器具１１を挿入する前に、３次元表面形状スキャナ２０に
よって、配置された患者６０がスキャンされる（Ｓ０３）。スキャンにより得られたデー
タは、３次元表面形状スキャナ２０から演算装置４０に送信されて、演算装置４０におい
て患者６０の３次元表面形状データが算出される。
【００３０】
　続いて、記憶されている３次元内部形状データと、スキャンされた３次元表面形状デー
タとの初期位置合わせが行われる（Ｓ０５）。この初期位置合わせは手術前に行われるも
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のであり、最初の位置合わせであるので、患者の顔面全域の３次元内部形状データ（特に
、鼻などの形状に特徴のある部分の形状データ）と３次元表面形状データを用いて位置合
わせを行う。位置合わせの方法は、３次元内部形状データから得られる顔面形状と３次元
表面形状データから得られる顔面形状とをマッチングをして座標変換係数を算出すること
により行うものであり、例えば国際公開２００８／０９３５１７や特開２００７－２０９
５３１等に記載されているのでここでは詳しい説明は省略する。なお、十分に位置合わせ
の精度を確保できるなら、後述の更新位置合わせと同様に、骨格と皮膚表面との距離が小
さい（皮膚の薄い）部位の３次元内部形状データにより初期位置合わせを行っても良い。
【００３１】
　続いて、手術が開始され、術者によって、手術器具１１が患者６０に挿入される。手術
器具１１が患者６０に挿入されてから以降継続して、３次元表面形状スキャナ２０によっ
て、患者６０および標識部１２がスキャンされる（Ｓ０６）。スキャンにより得られたデ
ータは、３次元表面形状スキャナ２０から演算装置４０に送信されて、演算装置４０にお
いて３次元表面形状データが算出される（Ｓ０７）。
【００３２】
　続いて、Ｓ０７で求められた３次元表面形状データと、予め記憶されている３次元内部
形状データとの更新位置合わせを行う（Ｓ０８）。Ｓ０５の初期位置合わせで既に位置合
わせは行われているが、手術中に患者の位置が変化するため、Ｓ０８の更新位置合わせに
よりデータの位置合わせに用いる座標変換係数を再度計算し、最新の座標変換係数により
データの位置合わせを行う。この更新位置合わせにおいては、Ｓ０７で求められた３次元
表面形状データから、既に抽出されて記憶されている骨格と皮膚表面との距離が小さい部
分の３次元内部形状データに対応する３次元表面形状データをマッチングにより検出する
ことで座標変換係数が計算され、計算された座標変換係数でデータの位置合わせが行われ
る。患者が動いたり、患者に手術器具を挿入しても、骨格はほとんど変化せず、骨格と皮
膚表面との距離が小さい部分も表面形状はほとんど変化しないため、このように計算され
た座標変換係数を用いればデータの位置合わせを精度がよく行うことができる。また、抽
出されて記憶されている３次元内部形状データは３次元内部形状データの一部のデータで
あるため、マッチングにおけるデータ処理を高速で行うことができ、データの位置合わせ
を高速で行うことができる。なお、このデータの位置合わせは、３次元表面形状データと
３次元内部形状データに加えて、手術器具１１の先端座標や手術器具１１が硬性内視鏡で
ある場合の光軸位置データについても行われる。
【００３３】
　続いて、位置合わせされた情報に基づいて、ナビゲーション情報を作成する（Ｓ０９）
。ナビゲーション情報は、図５に示すように、患者の内部形状を示す画像に手術器具１１
の先端等を示したナビゲーション画像である。また、手術器具１１が硬性内視鏡の場合の
患者の内部形状を示す画像に硬性内視鏡の観察部位等を示したナビゲーション画像などで
ある。作成されたナビゲーション情報や内視鏡画像などが、表示装置５０に表示される（
Ｓ１０）。表示装置５０への表示例を図５に示す。
　Ｓ０６～Ｓ１０は、手術中に所定の短い時間間隔で繰り返し行われ、リアルタイムに位
置合わせ及びナビゲーション情報の表示装置５０への表示が行われる。
【００３４】
　以上、本発明の実施形態の一例を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇において各種の変更が可能であることは
言うまでもない。
【符号の説明】
【００３５】
１：手術支援システム、　１１：手術器具（硬性内視鏡）、　１２：標識球、　１３：支
持部材、　２０：３次元表面形状スキャナ、　３０：３次元断層撮像装置、　４０：演算
装置、　５０：表示装置、　６０：患者、　６１：鼻部分、　６２：眼球部分、　７０：
手術台
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